《参考様式》
産業廃棄物処分委託契約書（例）
　　年　　月　　日　
   　        　　住　　所
　排出事業者
     　        　氏　　名                                             (
　　　　　　　　（法人のときは、その所在地、名称及び代表者名）
  　
        　  　 　住　　所
　 eq \o\ad(処分業者,　　　　　　　　　　) 　　氏　　名                                             (
　　　　　　　　（法人のときは、その所在地、名称及び代表者名）
　上記排出事業者（以下「甲」という。）と処分業者（以下「乙」という。）とは、甲の事業場から排出される産業廃棄物の処分に関し、次のとおり契約を締結する。
―(A)電子契約の場合（書面による契約の場合は削除すること）―

　この契約の成立の証として本書の電磁的記録を作成し、当事者が合意の後、押印に代わる電磁的処理を施し、各自その電磁的記録を保管する。

―(B)書面による契約の場合（電子契約の場合は削除すること）―

　なお、この契約の成立を証するため、本書を２通作成し、甲、乙は、それぞれ記名押印の上、その１通を所持する。
【注】　(A)は電子契約の場合に、(B)は書面による契約の場合に使用すること。
（委託の基準）
第１条　甲は、産業廃棄物の処分を委託するに当たっては、産業廃棄物処分業の許可を有し、甲の産業廃棄物の処分を事業範囲とする乙に委託し、乙はこれを受託する。
２　前項の規定に基づき処分を委託する産業廃棄物に係る乙の事業範囲は、次のとおりとする。

（1） 中間処理又は最終処分の事業の区分

　　　　　（　中間処理　・　最終処分　）　　
（2） 取り扱う産業廃棄物の種類及びその種類ごとの焼却処分、埋立処分などの中間処
理又は最終処分の内容
	取り扱う産業廃棄物の種類
	中間処理又は最終処分の内容

	
	

	
	


３　乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しをこの契約書に添付する。また、乙　は、許可内容に変更を生じたとき、許可の更新の申請をしたとき又は許可の更新がされたときは、甲に対して速やかに通知し、かつ、変更後の許可証、更新申請書又は更新後の許可証の写しを提出しなければならない。
（産業廃棄物の種類、数量及び処分場所の所在地等）
第２条　甲が乙に対して処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び処分場所（処理施設）の所在地等については、別表のとおりとする。
 　別表
	
	
	廃棄物の種類
	契約（処理）単価
	数量
	処分方法
	処理能力
	処分場所の所在地
	

	
	
	
	
	
	上段：中間処分
	

	
	
	
	
	
	下段：最終処分
	

	
	１
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	２
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	３
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	４
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


　（作成上の注意事項）
　１　廃棄物の種類は、同じ種類であって石綿含有産業廃棄物を含むものと含まないものの双方を扱う場合には、分けて記載する。また、石綿含有産業廃棄物を含むものを扱う場合には、種類の後ろに「（石綿含有産業廃棄物を含む）」を付け加える。なお、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等についても上記と同様とする。
　２　契約（処理）単価は、立方メートル、トン、リットル等当たりの金額を記入すること。なお、月当たりの契約単価でも差し支えない。
　３　数量は、立方メートル、トン、リットル等の単位を記入すること。なお、「１週間当たり〇〇～〇〇の範囲」等、予定数量でも差し支えない。
　４　処理能力は単位を記入すること。
（収集運搬業者）
第３条　甲が処分を委託する産業廃棄物を乙の処理施設に搬入する者は、次の収集運搬業者とする。
	
	住　　　　所
	
	

	
	氏　　　　名
	
	

	
	産業廃棄物の発生場所
に係るもの
	許可都道府県・市
	
	

	
	
	許可番号
	
	

	
	
	扱える産業廃棄物の
種類
	
	

	
	産業廃棄物の中間処分場
所在地に係るもの
	許可都道府県・市
	
	

	
	
	許可番号
	
	

	
	
	扱える産業廃棄物の
種類
	
	


　　※　法人の場合には、その所在地、名称及び代表者名を記載すること。
―(A)電子情報処理組織を利用する場合（産業廃棄物管理票を交付する場合は利用しない）―

（電子情報処理組織）

第４条　甲及び乙は、法第２条第６項に規定する電子情報処理組織（以下「電子マニフェストシステム」という。）を利用しなければならない。 

２　甲は、産業廃棄物を収集運搬業者（乙の事業場まで甲が運搬する場合、乙）に引き渡した後３日（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日（以下「休日等」という。）を除く。）以内に、電子マニフェストシステムでマニフェスト情報を登録しなければならない。 

３　乙は、委託に係る産業廃棄物の処分を終了したとき、又は、最終処分が終了したことを確認したときは、電子マニフェストシステムの処分終了報告及び最終処分終了報告を、３日以内（休日等を除く。）に行わなければならない。
―(B)産業廃棄物管理票を交付する場合（電子情報処理組織を利用する場合は交付しない）―

（産業廃棄物管理票）
第４条　甲は、産業廃棄物を収集運搬業者に引渡すときは、引渡しと同時に、必要事項を記　載した産業廃棄物管理票（以下「紙マニフェスト」という。）を交付しなければならない。
２　乙は、委託に係る産業廃棄物の処分を終了したとき、又は、最終処分が終了したことを確認したときは、紙マニフェストに必要事項を記載し、これらのときから１０日以内に甲に送付しなければならない。
【注】　(A)は電子情報処理組織を利用する場合に、(B)は産業廃棄物管理票を交付する場合に使用すること。
（処理料金等）
第５条　甲が処分を委託する産業廃棄物の処理料金は、第２条別表の契約（処理）単価に処理した数量を乗じて得た額の合計額とする。
２　乙が行う処理料金の請求は、産業廃棄物の処分が終了した後とし、甲は、請求があった日から起算して○○日以内に、乙に対して処理料金を支払わなければならない。
（適正処理）
第６条　乙は、受託に係る産業廃棄物について、法に基づき適正に処理しなければならない。
（適正処理に関する情報）
第７条　甲が乙に対して処分を委託する産業廃棄物の適正処理に関して必要な情報は次のとおりとする。
（１）当該産業廃棄物の性状及び荷姿
　　　（性状）　　　　　　　　　　　　　（荷姿）　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化
　　　無　・　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（３）他の廃棄物との混合等により生ずる支障
　　　無　・　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（４）当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本産業規格Ｃ０９５０号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
（ア）廃パーソナルコンピュータ　　（イ）廃ユニット形エアコンディショナー
（ウ）廃テレビジョン受信機　　（エ）廃電子レンジ　　（オ）廃衣類乾燥機

（カ）廃電気冷蔵庫　　（キ）廃電気洗濯機

当該マークを有するもの　　無　・　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（５）石綿含有産業廃棄物の有無
無　・　有

（６）水銀使用製品産業廃棄物の有無

無　・　有

（７）水銀含有ばいじん等の有無

無　・　有
（８）甲が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号）第２条第５項に規定する第１種指定化学物質等取扱事業者である場合であって、かつ、委託する産業廃棄物に同条第２項に規定する第１種指定化学物質（同法第５条第１項の規定により第１種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第１種指定化学物質に限る。）が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合
　　　無　・　有（物質の名称：　　　　　　　　）（量又は割合：　　　　　　　　）
（９）その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべきこと
　　　無　・　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

２　甲は、前項の情報に変更が生じる場合には、甲乙協議の上、乙に対して事前に情報を提供しなければならない。この場合、書面をもって情報を提供するものとし、変更となる時点を明確にしなければならない。
３　甲は、特定の産業廃棄物（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したもの）の処分を委託するときは、公的検査機関又は環境計量検定証明事業所が発行する「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（環境庁告示第１３号）による分析証明書を、乙に提出しなければならない。
４　甲は、処分を委託する産業廃棄物に有害な化学反応を起こさせる他の物質を混入してはならない。万一混入したため、乙の処理業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、乙は、当該産業廃棄物の引取りを拒むことができる。
（処理状況の報告）
第８条　甲は、必要があると認めるときは、乙に対して産業廃棄物の処理状況に関する報告を求めることができる。
（再委託の禁止）
第９条　乙は、処分の委託を受けた産業廃棄物の全部又は一部の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、契約期間中、やむを得ない事由により処分業務を他人に委託せざるを得ないときは、乙が、あらかじめ甲から書面による承諾を得て法令に定める再委託の基準に従って行う場合はこの限りでない。
（秘密の保持）
第１０条　甲、乙は、この契約に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
（受託業務終了時の報告）
第１１条　乙は、受託に係わる産業廃棄物の処分を完了したときは、処分完了報告書を作成して甲に提出しなければならない。この場合、当該報告書は、（Ａ）第４条第３項定める処分終了報告（Ｂ）第４条第２項に定める紙マニフェストの提出をもって代えることができる。
（甲の催告による契約の解除）

第１２条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

 （１） 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。

 （２）履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。

 （３）前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。

（甲の催告によらない契約の解除及び処理されない産業廃棄物の取扱い）
第１３条　甲は、契約の相手方が、次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
（１）法令等の規定に違反したとき。
（２）この契約の条項に違反したとき。
（３）差押え、営業停止、手形不渡り処分等の事態が生じたとき。
（４）監督官庁から許可の取消し、停止等の処分を受けたとき。

（５）契約の締結及び履行に関し不正の行為があったとき。

（６）履行期限までに業務を完了させることができないことが明らかであるとき。

（７）乙が次のいずれかに該当するとき。
イ　役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。
ロ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

二　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ　再委託契約その他の契約（以下「再委託契約等」という。）に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト　乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
２　第１２条及び前項の規定に基づき契約を解除する場合であって、委託に係る産業廃棄物の処理が完了したことを確認できないときは、甲、乙協議により、当該未処理産業廃棄物を、次のいずれかの方法で処理することを定めた後でなければ解除することができない。
（１）法令の基準に従って再委託を行うこと。
（２）甲が引き取り、別途処分を行うこと。
　　なお、甲、乙の一方に、委託に係る産業廃棄物を処理する能力がないと認められるときは、他方が処分の責任を負うものとする。
（情報通信の技術を利用する方法）

第１４条　この契約書において書面により行わなければならないこととされている通知等は、関係法令に違反しない限りにおいて、電磁的記録を用いて行うことができる。
（定めのない事項等）
第１５条　この契約に定めのない事項、又は、この契約に関する疑義が生じたときは、法令の規定に基づき、甲、乙協議の上定める。
（契約期間）
第１６条　この契約の有効期間は、令和　　年　　月　　日から、令和　　年　　月　　日までとする。
（契約書の保存期間）
第１７条　甲、乙は、この契約書及び産業廃棄物処分業許可証の写しを契約終了日から５年間保存しなければならない。
（注意）この様式は、あくまで参考として掲載したものであり、法定事項を満たしていればこの様式のとおりに作成する必要はありません。
《参考様式》
産業廃棄物収集運搬委託契約書（例）
　　年　　月　　日　
　 eq \o\ad(排出事業者,　　　　　　　　　　　　)
     　        　氏　　名                                             (
　　　　　　　　（法人の場合には、その所在地、名称及び代表者名）
  　
        　  　 　住　　所
　収集運搬業者 　氏　　名                                             (
　　　　　　　　（法人の場合には、その所在地、名称及び代表者名）
　上記排出事業者（以下「甲」という。）と収集運搬業者（以下「乙」という。）とは、甲の事業場から排出される産業廃棄物の収集運搬に関し、次のとおり契約を締結する。
　―(A)電子契約の場合（書面による契約の場合は削除すること）―

　この契約の成立の証として本書の電磁的記録を作成し、当事者が合意の後、押印に代わる電磁的処理を施し、各自その電磁的記録を保管する。

―(B)書面による契約の場合（電子契約の場合は削除すること）―

　なお、この契約の成立を証するため、本書を２通作成し、甲、乙は、それぞれ記名押印の上、その１通を所持する。
【注】　(A)は電子契約の場合に、(B)は書面による契約の場合に使用すること。
（委託の基準）
第１条　甲は、産業廃棄物の収集運搬を委託するに当たっては、産業廃棄物収集運搬業の許可を有し、甲の産業廃棄物の収集運搬を事業範囲とする乙に委託し、乙はこれを受託する。
２　前項の規定に基づき収集運搬を委託する産業廃棄物に係る乙の事業範囲は、次のとおりとする。
	取り扱う産業廃棄物の種類
	積替えの有無

	
	

	
	


３　乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しをこの契約書に添付する。また、乙は、許可内容に変更を生じたとき、許可の更新の申請をしたとき又は許可の更新がされたときは、甲に対して速やかに通知し、かつ、変更後の許可証、更新申請書又は更新後の許可証の写しを提出しなければならない。
（産業廃棄物の種類、数量及び運搬の最終目的地等）
第２条　甲が乙に対して収集運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び運搬の最終目的地（処分場所若しくは処分施設の所在地）等については、別表のとおりとする。
 　別表
	
	
	廃棄物の種類
	数量
	最終目的地（処分場所・処分施設）の所在地
	

	
	１
	
	
	
	

	
	２
	
	
	
	

	
	３
	
	
	
	

	
	４
	
	
	
	

	
	５
	
	
	
	

	
	処理料金
	
	


　（作成上の注意事項）

　　１　廃棄物の種類は、同じ種類であって石綿含有産業廃棄物を含むものと含まないものの双方を扱う場合には、分けて記載する。また、石綿含有産業廃棄物を含むものを扱う場合には、種類の後ろに「（石綿含有産業廃棄物を含む）」を付け加える。なお、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等についても上記と同様とする。
　　２　数量は、立方メートル、トン、リットル等の単位を記入すること。なお、「１週間当たり〇〇～〇〇の範囲」等、予定数量でも差し支えない。
（積替え保管）
第３条　乙は、収集運搬を受託するにあたって積替え又は保管を行うときは、甲の承諾を得て次の積替え又は保管を行う場所で行わなければならない。

	積替え又は保管を行う場所の所在地
	

	保管できる産業廃物の種類
	　　　　　　　　　　

	積替えのための保管上限
	面積　　　　　　　　　　高さ


安定型産業廃棄物のときには、積替え又は保管する場所において、他の廃棄物と混合することの諾否　　諾　・　否
―(A)電子情報処理組織を利用する場合（産業廃棄物管理票を交付する場合は利用しない）―

（電子情報処理組織）

第４条　甲及び乙は、法第２条第６項に規定する電子情報処理組織（以下「電子マニフェストシステム」という。）を利用しなければならない。

２　甲は、産業廃棄物を乙に引き渡した後３日（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日（以下「休日等」という。）を除く。）以内に、電子マニフェストシステムでマニフェスト情報を登録しなければならない。

３　乙は、委託に係る産業廃棄物の収集運搬及を終了したときは、電子マニフェストシステムの運搬終了報告を、３日以内（休日等を除く。）に行わなければならない。
―(B)産業廃棄物管理票を交付する場合（電子情報処理組織を利用する場合は交付しない）―（産業廃棄物管理票）
第４条　甲は、産業廃棄物を収集運搬業者に引渡すときは、引渡しと同時に、必要事項を記載した産業廃棄物管理票（以下「紙マニフェスト」という。）を交付しなければならない。
２　乙は、委託に係る産業廃棄物の運搬を終了したときは、紙マニフェストに必要事項を記載し、運搬を終了した日から１０日以内に甲に送付しなければならない。
【注】　(A)は電子情報処理組織を利用する場合に、(B)は産業廃棄物管理票を交付する場合に使用すること

（処理料金）
第５条　甲が収集運搬を委託する産業廃棄物の処理料金は、第２条別表のとおりとする。
２　乙が行う処理料金の請求は、産業廃棄物の収集運搬が終了した後とし、甲は、請求があった日から起算して○○日以内に、乙に対して処理料金を支払わなければならない。
（適正処理）
第６条　乙は、受託に係る産業廃棄物について、法に基づき適正に処理（運搬）しなければならない。
（適正処理に関する情報）
第７条　甲が乙に対して処分を委託する産業廃棄物の適正処理に関して必要な情報は次のとおりとする。
（１）当該産業廃棄物の性状及び荷姿
　　　（性状）　　　　　　　　　　　　　（荷姿）　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化
　　　無　・　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（３）他の廃棄物との混合等により生ずる支障
　　　無　・　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

（４）当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本産業規格Ｃ０９５０号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
（ア）廃パーソナルコンピュータ　　（イ）廃ユニット形エアコンディショナー
（ウ）廃テレビジョン受信機　　（エ）廃電子レンジ　　（オ）廃衣類乾燥機

（カ）廃電気冷蔵庫　　（キ）廃電気洗濯機

当該マークを有するもの　　無　・　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（５）石綿含有産業廃棄物の有無
無　・　有
（６）水銀使用製品産業廃棄物の有無

無　・　有

（７）水銀含有ばいじん等の有無

無　・　有
（８）甲が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号）第２条第５項に規定する第１種指定化学物質等取扱事業者である場合であって、かつ、委託する産業廃棄物に同条第２項に規定する第１種指定化学物質（同法第５条第１項の規定により第１種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第１種指定化学物質に限る。）が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合
　　　無　・　有（物質の名称：　　　　　　　　）（量又は割合：　　　　　　　　）
（９）その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべきこと
　　　無　・　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

２　甲は、前項の情報に変更が生じる場合には、甲乙協議の上、乙に対して事前に情報を提供しなければならない。この場合、書面をもって情報を提供するものとし、変更となる時点を明確にしなければならない。

３　甲は、特定の産業廃棄物（燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したもの）の収集運搬を委託するときは、公的検査機関又は環境計量検定証明事業所が発行する「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（環境庁告示第１３号）による分析証明書を、乙に提出しなければならない。
４　甲は、収集運搬を委託する産業廃棄物に有害な化学反応を起こさせる他の物質を混入してはならない。なお、万一混入したため、乙の業務に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、乙は、当該産業廃棄物の引取りを拒むことができる。
（運搬状況の報告）
第８条　甲は、必要があると認めるときは、乙に対して産業廃棄物の運搬状況に関する報告　を求めることができる。
（再委託の禁止）
第９条　乙は、委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬の全部又は一部を、他人に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、契約期間中、やむを得ない事由により収集運搬業務を他人に委託せざるを得ないときは、乙が、あらかじめ甲から書面による承諾を得て法令に定める再委託の基準に従って行う場合は、この限りでない。
（秘密の保持）
第１０条　甲、乙は、この契約に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
（受託業務終了時の報告）
第１１条　乙は、受託に係わる産業廃棄物の運搬を完了したときは、収集運搬完了報告書を　作成して甲に提出しなければならない。この場合、当該報告書は、（Ａ）第４条第３項定める運搬終了報告（Ｂ）第４条第２項に定める紙マニフェストの提出をもって代えることができる。
（甲の催告による契約の解除）

第１２条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

 （１） 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。

 （２）履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。

 （３）前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。

（甲の催告によらない契約の解除及び処理されない産業廃棄物の取扱い）
第１３条　甲は、契約の相手方が、次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
（１）法令等の規定に違反したとき。
（２）この契約の条項に違反したとき。
（３）差押え、営業停止、手形不渡り処分等の事態が生じたとき。
（４）監督官庁から許可の取消し、停止等の処分を受けたとき。

（５）契約の締結及び履行に関し不正の行為があったとき。

（６）履行期限までに業務を完了させることができないことが明らかであるとき。

（７）乙が次のいずれかに該当するとき。
イ　役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。
ロ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

二　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ　再委託契約その他の契約（以下「再委託契約等」という。）に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト　乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
２　第１２条及び前項の規定に基づき契約を解除する場合であって、委託に係る産業廃棄物の処理が完了したことを確認できないときは、甲、乙協議により、当該未処理産業廃棄物を、次のいずれかの方法で処理することを定めた後でなければ解除することができない。
（１）法令の基準に従って再委託を行うこと。
（２）甲が引き取り、別途処分を行うこと。
　　なお、甲、乙の一方に、委託に係る産業廃棄物を処理する能力がないと認められるときは、他方が処分の責任を負うものとする。
（情報通信の技術を利用する方法）

第１４条　この契約書において書面により行わなければならないこととされている通知等は、関係法令に違反しない限りにおいて、電磁的記録を用いて行うことができる。
（定めのない事項等）
第１５条　この契約に定めのない事項、又はこの契約に関する疑義が生じたときは、法令の規定に基づき、甲、乙協議のうえ定める。
（契約期間）
第１６条　この契約の期間は、令和　　年　　月　　日から、令和　　年　　月　　日までとする。
（契約書の保存期間）
第１７条　甲、乙は、この契約書及び産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを契約終了日から５年間保存しなければならない。
（注意）この様式は、あくまで参考として掲載したものであり、法定事項を満たしていればこの様式のとおりに作成する必要はありません。
